
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜６月の行事予定＞ 
１日（月）振替休業日 

２日（火）きざわんピック予備日（実施できない場合は、以降順延） お話集会          

 ３日（水）１年生活科：公園探検   ※新体力テスト期間（キザワンピック終了～１２日） 

４日（木）プール清掃…教職員・PTA・学校応援団 １４：４０～  2年生活科：学区探検① 

５日（金）月曜時間割 

８日（月）６年社会：租税教室 

9日（火）2年生活科：学区探検② 

１０日（水）4年脊柱側弯検診 

１１日（木）とだっこゼミナール 

１２日（金）たてわり活動 さわやかトークタイム 

１６日（火）プール開き 

１７日（水）クラブ活動 ６年卒業アルバム写真撮影日① ※就学前授業見学日 

１８日（木）とだっこゼミナール 

１９日（金）たてわり活動 

２３日（火）PBS集会 

２４日（水）委員会活動 ６年卒業アルバム写真撮影日② 

２５日（木）放課後子供教室 

２６日（金）６年体育：浦和レッズ、ハートフルサッカー   

２７日（土）学校公開 ４時間授業 給食なし 月曜日時間割   

学校説明会 学校運営協議会 ５年林間学校保護者説明会 引き渡し訓練 

２９日（月）振替休業日 

３０日（火）お話集会 

＜学校公開日について＞  

 〇日時 令和８年6月２７日（土） 

・８：４０～ 学校説明会 ＜たんぽぽ室にて＞ ※こちらは、自由参加です。 

  ・９：２５～１１：５０ ２～４校時 授業公開 ※学校運営協議会（８：４０～）たんぽぽ室 

 ※出入り口は、東・西昇降口となります。 

 ※振替休業日・・・６月２９日（月） 

 ※4時間授業、月曜日課、給食なし、１２：１０頃、引き渡し開始となります。 

 ※詳細につきましては、学校からH＆Sで配信する手紙をご覧ください。 

 ※来校の際は、入校証をカードケースに入れて、首からさげてください。 

＜引き渡し訓練について＞ 
〇日時   令和８年６月２７日（土）４校時終了後 １２：００頃～ 

  １２時００分に関東南部に緊急地震速報が発令されたと想定し、避難・引き渡しの訓練をする予定

です。ご多用のこととは存じますが、お子さまの安全確保のため、皆様のご理解・ご協力をいただ

きますようお願いいたします。  

〇引き渡し場所   各教室にて  

〇お願い 

・学童児童も保護者の引き取りをお願いします。なお、保護者の方が引き取り後に学童へ預けること 

は構いません。  

・「児童引き取り名簿」に記載されていない方が引き取りに来る場合、必ず事前に担任にお知らせく

ださい。記載されていない方が引き取りに来た場合、保護者のどなたかに連絡がとれるまで下校で

きません。  

・上の学年のお子さまから引き取りをしていただくようお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜水泳指導について＞ 
〇６月中旬～  体育授業時の水泳指導期間 

 ・水着は、習い事等で使用している水着でも着用可とします。 

 ・水泳の帽子をご用意ください。   ※詳細は、先日お送りした「水泳学習について」をご覧ください。 

 

 
 
＜熱中症予防方針 

について＞ 
 

気温の高い日が増えてきました。 

 

本校は、戸田市立小・中学校熱 

中症予防方針に基づき、気温３５ 

度以上の時間帯は屋外活動を行い 

ません。 

また、３５度未満でも、湿度や 

日差し等により十分な対策をしま 

す。 

あわせて、水分補給ができるよ 

う、水筒の持参にご協力をお願い 

いたします。 

 

※登下校時で、クールネックや日傘 

 を使用してもよいです。 

 

＜新体力テストについて＞ 

６月から、５０ｍ走、ボール投げ、立ち幅とび、反復横とび、20m シャトルラン、上体起こし、長

座体前屈、握力の８種目について新体力テストを実施します。１年生は初めての測定になります。自分

の体力の状況を知り、健康な生活を送るための機会としてほしいと思います。 

＜いじめ根絶のために＞ 
 

本校では、いじめの未然防止、早期発見、早期対応を大切にし、日頃から児童の様子を丁寧に見守
っています。現在の法律では、いじめは、行為の大きさや回数、相手の悪意の有無だけで判断するも
のではなく、児童が心身の苦痛を感じているものを幅広く捉えることとされています。そのため、学
校では、小さな困り感も見逃さず、必要に応じて「いじめ」として認知し、早期の支援や指導につな
げてまいります。なお、「いじめ」として認知することは、誰かを一方的に責めるためではなく、子供
たちが安心して学校生活を送るための大切な対応です。御家庭でも、気になることがありましたら、
早めに学校へ御相談ください。 

また、児童がインターネットやSNSを利用して不適切なコメントを書き込んだり、写真や動画を投

稿したりすることがないよう、ご家庭でも情報モラルの指導をお願いします。ネットゲームを介して相

手が嫌がる内容のチャットをしている例もあります。ゲーム等の使用についてもルールを確認する機会

としてください。 


